
 グループホーム みうら富士 ご利用料金表 

＜令和６年４月１日改正＞  
 

≪（介護予防）認知症対応型共同生活介護 》 

基本報酬  介護保険の適用料金（一日あたりの利用料金） 

介護度 基本単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援２ ７６０単位 ８０１円 １，６０２円 ２，４０３円 

要介護１ ７６５単位 ８０７円 １，６１３円 ２，４１９円 

要介護２ ８０１単位 ８４５円 １，６８９円 ２，５３３円 

要介護３ ８２４単位 ８６９円 １，７３７円 ２，６０６円 

要介護４ ８４１単位 ８８７円 １，７７３円 ２，６６０円 

要介護５ ８５９単位 ９０６円 １，８１１円 ２，７１６円 

加算・減算一覧   

加算/減算名 単位数 算定要件等 

初回加算 ３０単位/日 
入居した日から起算して３０日以内の期間について算定。 

３０日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場

合も同様とする。 

医療連携体制加算 

（介護予防を除く） 
Ⅰ（ハ）３７単位/日 

・事業所の職員である看護師との連携により、２４時間連絡

できる体制を確保していること。 

・事業所の職員として、看護師を１名以上確保していること。 

・重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利

用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同

意を得ていること。 

入院時費用 ２４６単位/日 

入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるとき

は、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適

切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合

を除き、退院後再び円滑に入居することが出来る体制を整え

ていること。 

１月に６日を限度として、所定単位数に代えて算定。 

看取り加算 

（介護予防を除く） 

死亡日４５日前～３１日前 

７２単位/日 

・医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがないと診断した者であること。 

・医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同

で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうち

その内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画につい

て同意している者であること。 

・看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求

め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用

者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受

け、同意した上で介護を受けている者であること。 

・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関

するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。 

死亡日３０日前～４日前 

１４４単位/日 

死亡日前々日・前日 

６８０単位/日 

死亡日 

１，２８０単位/日 

サービス提供体制 

強化加算 
（Ⅰ）２２単位/日 

以下のいずれかに該当する事 

① 介護福祉士７０％以上 

② 勤続１０年以上介護福祉士２５％以上 

生産性向上推進    

体制加算 
（Ⅱ）１０単位/月 

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負

担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要

な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づい

た改善活動を継続的に行っていること。 

・見守り機器のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデ

ーターの提供（オンラインによる提出）を行うこと。 

介護職員等     

処遇改善加算 

（Ⅰ）所定単位の 

１８．６％を加算 

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措

置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観

点から、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加

算・介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化する。 

 


